
地方譲与税の概要 

譲与税目 地方揮発油譲与税※１ 石油ガス譲与税 自動車重量譲与税 航空機燃料譲与税 特別とん譲与税 地方法人特別譲与税 

譲与総額 
地方揮発油税収入額の全額 石油ガス税収入額の１/２ 自動車重量税収入額の１/３ 

当分の間、 
1/3 → 407/1,000 に引上げ 

航空機燃料税収入額の２/１３ 

平成23～31年度の間、 
2/13 → 2/9 に引上げ 

特別とん税収入額の全額 地方法人特別税収入額 の
全額 

課税標準 

及び税率等 

製造場からの移出又は保税地

域からの揮発油引取数量 

揮発油に係る税 

53,800円/㎘ 

揮発油税 

48,600円/㎘ 

地方揮発油税 

     5,200円/㎘ 

         (租特法88条の8) 

石油ガス充てん場からの移出

又は保税地域からの引取重量 

 

17.50円/㎏ 

自動車検査証を受ける車、車

両番号の指定を受ける軽自動

車 

 

例）乗用自動車自家用 

（３年） 

 12,300円/自重0.5㌧ 

航空機に積み込まれた航空機

燃料の数量 

26,000円/㎘ 

平成 23～31 年度の間、 
26,000 円/㎘ 
  → 18,000 円/㎘ 

（租特法90条の8） 

開港へ入港する外国貿易船の

純トン数 

 

入港ごとに納付する場合 

20円/㌧ 

 

開港ごとに１年分一時納 

付する場合 

60円/㌧ 

基準法人所得割額 

付加価値割額・資本割額及び
所得割額によって課税される
法人  税率 414.2％ 

所得割額によって課税される
法人   税率  43.2％ 

基準法人収入割額 

収入割額によって課税される
法人   税率  43.2％ 

譲与団体 
都道府県・市町村 

（特別区含む） 
都道府県・指定都市 

市町村 

（特別区含む） 

空港関係市町村（特別区含む） 

空港関係都道府県 

開港所在市町村 

（都を含む） 
都道府県 

譲与基準 

○都道府県･指定都市(58/100) 

１/２ 一般国道・高速自動車

国道・都道府県道の延

長 

１/２ 一般国道・高速自動車

国道・都道府県道の面

積 

 

○市町村（42/100） 

１/２ 市町村道の延長 

１/２ 市町村道の面積 

１/２ 一般国道・高速自動車

国道・都道府県道の延

長 

 

１/２ 一般国道・高速自動車

国道・都道府県道の面

積 

１/２ 市町村道の延長 

 

１/２ 市町村道の面積 

 

○市町村（4/5） 

１/２ 着陸料収入額 

１/２ 騒音世帯数 

 

 

○都道府県（1/5） 

市町村の譲与基準により算

定した額  

開港への入港に係る特別 

とん税の収入額に相当する額 

 

１/２ 人口   

１/２ 従業者数    

 
譲与額は、譲与総額から財源超

過団体の財源超過団体調整額を

控除した額を上記基準によりあ

ん分した額の合算額 

（財源超過団体にあっては、当該

合算額に個別財源超過団体調整

額を加算した額） 

 

譲与基準 

の補正 

 

人口、道路の種類・幅員等に

よる補正（昼間人口が多い団

体は別途補正） 

普通交付税算定に用いる 

道路橋りょう費の測定単位当

たりの補正率による補正 

人口、道路の幅員等による補

正（昼間人口が多い団体は別

途補正） 

着陸料の収入額、空港の管理

の態様、空港の所在、騒音の

程度等による補正 

なし なし 

使途 条件・制限なし 
（地方道路譲与税は道路費用） 

条件・制限なし 条件・制限なし 
騒音による障害防止・ 

空港対策等に関する費用 
条件・制限なし 条件・制限なし 

譲与時期 ６・１１・３月 ６・１１・３月 ６・１１・３月 ９・３月 ９・３月 ５・８・１１・２月 

平成29年度譲与実績額 ２，５８４億円 ８４億円 ２，６６０億円 １４９億円 １２４億円 １８，４５２億円 

平成30年度地財計画額 ２，５１４億円 ８０億円 ２，６７５億円 １４９億円 １２５億円 ２０，２１１億円 

※１ 地方揮発油譲与税には地方道路譲与税を含む。また、地方交付税の財源超過団体については、地方揮発油譲与税（都道府県・指定都市分）の譲与額の一定割合（前年度の普通交付税の収入超過額の 10分の 2 と当
該団体の譲与額の 3分の 2 のいずれか少ない額）を制限する制度が設けられている。 

※２ 上記のほか、平成 31 年度税制改正において、新たに森林環境譲与税（平成 31年度から譲与）及び特別法人事業譲与税（平成 32年度から譲与）を創設するとともに、自動車重量譲与税について、自動車重量税の
譲与割合を引き上げるとともに、収入額の一部を新たに都道府県に対しても譲与することとされた（平成 31 年通常国会に関連法案を提出）。 

 

参考資料 
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2月決算
(中間) 

3月決算
(中間) 

4月決算
(中間) 

5月決算
(中間) 

6月決算
(中間) 

7月決算
(中間) 

8月決算
(中間) 

9月決算
(中間) 

10月決算
(中間) 

11月決算
(中間) 

12月決算
(中間) 

1月決算
(中間) 

2月決算
(中間) 

3月決算
(中間) 

4月決算
(中間) 

5月決算
(中間) 

6月決算
(中間) 

8月決算
(確定) 

9月決算
(確定) 

10月決算
(確定) 

11月決算
(確定) 

12月決算
(確定) 

1月決算
(確定) 

2月決算
(確定) 

3月決算
(確定) 

4月決算
(確定) 

5月決算
(確定) 

6月決算
(確定) 

7月決算
(確定) 

8月決算
(確定) 

9月決算
(確定) 

10月決算
(確定) 

11月決算
(確定) 

12月決算
(確定) 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

☆ ☆ ○ ○ ○ △ △ △ □ □ □ ★ ★ ★ ▽ ▽ ▽

☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ △ △ △ □ □ □ ★ ★ ★ ▽

☆ ○ △ □ ★

地方法人特別税の都道府県への払込み月と同譲与税の譲与時期について

県への払込み月

都道府県へ譲与
【歳出】

（総務省所管）

国（特会）へ納付
【歳入】

（財務省所管）

中間申告

確定申告

今回譲与
（２月期）

（イメージ）
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税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として
地域間の税源偏在を是正するための制度として導入

平成28年度改正 地方法人特別税を廃止し、法人事業税に復元
※平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用

法
人
事
業
税

※平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用

2.6兆円
（地方消費税１％相当）

3.2兆円

制度創設時

制度創設時

法
人
事
業
税

（
国
税
）

地
方
法
人
特
別
税

地方法人特別税等に関する暫定措置法（抄）

第一条 この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の

事業税（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。）

の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対

して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

（改正前） （20年度改正）

法
人
事
業
税

（28年度改正）

H20.10.1～

法
人
事
業
税

（
国
税
）

特
別
税

地
方
法
人

（26年度改正）

H26.10.1～

1/3 縮小 廃止

平成26年度改正 地方法人特別税の規模を１／３縮小し、法人事業税に復元
※平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用

譲与税として、
人口及び従業者数
によりその全額を
都道府県に譲与

H31.10.1～

地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の概要
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地方法人課税における新たな偏在是正措置（案）

＜特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の仕組み＞

復
元
後
の
法
人
事
業
税

特
別
法
⼈
事
業

譲
与
税

法人事業税

交付税及び譲与税配付金特別会計

国

法人事業税と
併せて申告納付

税収全額を
直接払込み

特別法⼈事業税

都 道 府 県

特
別
法
⼈
事
業
税

（
国
税
）

約３割を分離

〔約1.8兆円〕

申告納付

納税義務者

譲与基準：「人口」
（不交付団体に対する譲与制限あり※）

※ 交付団体における地方交付税による財政調整と

の連続性や均衡も考慮しつつ、留保財源相当（当

初算出額の25％）を保障し、残余の75％を譲与し

ない（財源超過額を上限）。

特別法⼈事業譲与税

○ 地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して
大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税を創設する。

＜その他関連する事項＞

○ 都道府県の財政運営に支障が生じないよう、新たな偏在是正措置により減収が生じる場合に、地方債の発行を可能とする措置を講じる。

○ 経済社会情勢の変化に対応できるよう、法の施行後における検討に係る規定を設ける。

○ 平成32年２月以降に都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入額を、特別法人事業税の収入額とみなす等の所要の措置

を講じる。

※ 新たな偏在是正措置により生じる財源は、地方が偏在是正の効果を実感できるよう、必要な歳出を地方財政計画に計上するなど、その

全額を地方のために活用する。

課 税 標 準 ：法人事業税（所得割・収入割）
の税額（標準税率分）

主な税率区分：外形法人 → 税額の260％
非外形法人 → 税額の37％
収入割法人 → 税額の30％

改 正 後 の：
法人事業税率

外形法人 → １％
非外形法人 → ７％
収入割法人 → １％

（H30地方財政計画ベース）
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